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93SNA 改定第一版（1993 SNA rev.1）に向けた国際的取組 
 

平成 20 年（2008）に向けた改定のスケジュール表 
 

 
専門家会議の 

答申 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾘｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

（AEG）による勧告

（要綱） 

改定SNA の原案 改定 SNA の最終版

平成１６年－ 
平成１７年 

・ 期間内での検討 
作業の終了 

・ AEGへの答申 

   

平成１８年 
５月 

 ・ 整合性の評価と

各国への照会 
  

平成１８年 
１０月 

 ・ 国連統計委員会

へ附議 
  

平成１９年 
 ３月 

 ・ 国連統計委員会

の検討と承認 
  

平成１９年 
 ５月 

  ・ 各国への原案の

照会 
 

平成１９年 
５－１０月 

  ・ ISWGNA*の検討  

平成１９年 
１０月 

   ・ AEG、ISWGNA*
の承認 

平成２０年 
 ３月 

   ・ 国連統計委員会

の検討と承認 

（第３５回国連統計委員会資料を元に作成） 
 

＊ ISWGNA とは、Inter-Secretariat Working Group on National Accounts の略称であり、国民経

済計算に関する国際機関の事務局間ワーキンググループである。関係している国際機関は、

欧州共同体委員会、ＩＭＦ、ＯＥＣＤ、国際連合及び世界銀行である。 
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９３ＳＮＡ改訂第１版に関する AEG の検討項目 

 
○平成１６年２月１６～２０日 

・高インフレ下の利子の取扱い  
・無基金年金制度の取扱い  
・雇用者に対するストックオプションの取扱い  
・非生命保険会社の産出額の計測  
・金融サービスの計測（ＦＩＳＩＭとポートフォリオ管理）  
・中央銀行の産出額の計測  
・保有利得に対する課税の取扱い  
・非金融資産に係る所有権の移転費用  
・固定資本としての兵器の扱い  

 
○平成１６年１２月８～１６日（予定） 

・データーベース  
・鉱物探査  
・オリジナルとコピー  
・不良債権の取扱い  
・政府保有資産－資本サービスの費用  
・土地改良  
・所有権の移転費用（続）  
・インフォーマル・セクター  
・産業分類  
・高インフレ下の利子の取扱い  
・生産勘定における資本サービスの費用  
・引当金の取扱い  
・「経済的所有権の移転」という概念の導入  
・滞納金に対する発生主義の適用  
・「経済的利害の中心」という概念  
・多国籍企業の取扱い  
・持株会社、特別目的会社及び信託  
・法人格のない支店の認知  
・加工目的で輸出された財貨  
・債務保証の取扱い  
・現先取引  
・外貨建債務の取扱い  
・非生命保険サービス  
・雇主による退職年金制度の取扱い  
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○平成１７年１１月（予定） 

・資産の分類と術語  
・リースとライセンス  
・Ｒ＆Ｄ 

・陳腐化、減耗 

・買入れのれんとその他の非生産無形資産(商標やブランド、フランチャイズ)  
・ＢＯＯＴ(Build-Own-Operate-Transfer)処理 

・非生産無形資産に係る資産境界  
・非生産無形資産の償却  
・水資源の扱い  
・貸借と販売の境界  
・経済資産の定義  
・非生命保険サービス  
・居住者・非居住者間における非生産資源の利用・探査権の取引  
・本社・本部の活動の取扱い  
・制度部門  
・インフォーマル・セクター  
・非合法地下活動  
・税収、未収税及び税額控除（税の記録）  
・民間／公的／政府の部門分類  
・債務保証（不確定資産）及び準債務の取扱い  
・「取引」という概念  
・「国民経済」の意味  
・「経済的利害の中心」という概念  
・出稼ぎ労働者等の取扱い  
・加工目的で輸出された財貨  
・中継貿易  
・投資信託、保険会社及び年金基金の収益  
・利子及び関連事項  
・金融資産の分類  
 

 
平成１８年５月（予定） 

・全ての勧告及びその相互の整合性に関し、AEG による確認  
 
平成１９年２月（予定） 

・改定採択のための最終会合  


